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このページに関するお問い合わせは

保健福祉課健康づくり係へ
☎56-2111　内線 276・277

ＰＣＲ検査の費用ＰＣＲ検査の費用を助成しますを助成します

 小平町では新型コロナウイルス感染症の感染防止を図るため、次の内容により

PCR 検査に要した費用の一部を助成いたします。

助成を受けることができるのは？
①町内に住所を有しており、学校教育法に定める町外の学校に在学している16 歳から25 歳の学生、または小平町

　に住所を有している保護者等がいる16 歳から25 歳までの学生

②町外に居住している方で、町が開催する成人式へ出席するために事前にＰＣＲ検査を受ける方

③町内に住所を有しており、道内外往来および旅行または各種イベント等へ参加し、任意で PCR 検査を受けた方

④その他町長が必要と認める方

助　成　額
＊検査費用のうち、22,000 円を上限に助成します。(１人につき２回まで )

申　請　期　限
＊令和４年３月20 日まで（必着）

助成金交付までの流れ

◎申請書類および請求書の提出・問い合わせ先
　保健福祉課健康づくり係（内線 276・277）および役場各支所
※郵送される場合：
　〒 078-3392　留萌郡小平町字小平町 216 番地　小平町役場保健福祉課健康づくり係

１．医療機関でＰＣＲ検査をうける。

　費用の全額を支払ってください。

※上記①、②の方は帰省する７日前から当日の間

※上記③の方は帰町後から７日の間に受けたＰＣＲ

　検査を助成対象とします。

２．町に関係書類を提出してください。

①ＰＣＲ検査費用助成金交付申請書兼請求書

　（役場備付またはＨＰからダウンロード可能）

②申請者の本人確認書類の写し

③医療機関発行の領収書

④検査結果がわかる書類

　（令和４年３月20 日まで）

３．町から申請者へ交付決定通知書を送付します。

４．町から指定された口座へ助成金を振込します。

鬼鹿診療所移転後の発熱外来について　

　12 月１日（水）以降の鬼鹿診療所における発熱外来（月～金　15：00 ～）を受診される際は、

予め鬼鹿診療所（57-1834）へお電話にてご予約くださいますようお願いいたします。

◎問い合わせ先　保健福祉課健康づくり係（内線 276・277）
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